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■ハラスメント相談のフローチャート

相談窓口への連絡 

相談 

調査委員会により事実関係の確認と検討 

必要に応じて関係者（相談者、行為者、第三者）に事情聴取 

ハラスメントの事実が確認できた

場合 

誤解またはハラスメントに該当

しないと判断した場合 

相談者と行為者に説明 問題の解決のための指導、助言、

あっせんその他必要な措置 

本会規則または刑罰法令に触れる

可能性があるなど重大かつ深刻な

場合は懲戒委員会で処分を検討 

再発防止策（事実が無かった場合も見直し）の実施 


